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全産業における死傷者数の推移［全国］
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▲ 2人
（ ▲ 0.8%）

+3523人
（+11.1%）

▲ 27人
（ ▲ 13.4%）

+847人
（+4.2%）

▲ 27人
（ ▲ 19.3%）

+781人
（+4.8%）

▲42人

▲14人

▲35人

▲1人

+23人

+293人

+245人

+1112人

+4051人

+1168人

労働災害発生状況（H30）確定版［全国］

事故の型別労働災害発生状況（H30）確定版［全国］
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生の災害

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

死傷者数 1,732 2,005 2,211 2,494 2,847

外国人労働者数 787,627 907,896 1,083,769 1,278,670 1,460,463

技能実習生
死傷者数

498 496 639 784

技能実習生人数 - 168,296 211,108 257,788 308,489

労働災害発生状況（ H26～H30 ）［全国］
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業種別・死傷災害発生状況の推移（H21-H30）［東京］
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事故の型別死傷災害状況【外国人労働者】H30［東京］
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5

7
2

2
1

3
3

3
7

5
3

2
3

1
2

5
1

増
減
率
(
％
)

-
1
6
.
0
 

-
2
8
.
6
 

-
5
0
.
0
 

5
0
.
0
 

0
.
0
 

-
6
6
.
7
 

-
1
0
0
.
0
 

-
1
0
0
.
0
 

-
-
5
7
.
1
 

-
6
0
.
0
 

-
6
6
.
7
 

-
1
0
0
.
0
 

-
-

-
3
3
.
3
 

1
0
0
.
0
 

2
0
0
.
0
 

-
-

-
5
0
.
0
 

-
2
9
.
4
 

7
1

1
1

1
1

4
3

8
7

1
3

2
5

6
6

3
3

4
4

1
1

1
1

4
2
3

増
減
率
(
％
)

1
6
.
7
 

-
8
3
.
3
 

-
1
0
0
.
0
 

-
6
6
.
7
 

1
0
0
.
0
 

-
1
0
0
.
0
 

1
0
0
.
0
 

-
0
.
0
 

-
2
5
.
0
 

-
1
0
0
.
0
 

-
1
0
0
.
0
 

8
0
0
.
0
 

7
0
0
.
0
 

-
1
0
0
.
0
 

-
0
.
0
 

-
-

-
2
5
.
0
 

8
.
7
 

1
4

2
3

3
4

4
1

3
1
6

1
3

3
3

1
1

1
6

1
1

1
4

増
減
率
(
％
)

0
.
0
 

-
1
0
0
.
0
 

-
1
0
0
.
0
 

-
-

-
3
3
.
3
 

1
0
0
.
0
 

-
2
0
0
.
0
 

2
0
0
.
0
 

4
0
0
.
0
 

4
0
0
.
0
 

-
-

1
0
0
.
0
 

-
-
5
0
.
0
 

-
1
0
0
.
0
 

-
1
0
0
.
0
 

-
1
4
.
3
 

9
1

1
1

7
4

2
1
1

6
1
4

1
1

2
1

4
2

6
5
6

7
2

2
6

5
1
0

9
1
5

1
3

7
4

1
6

5
4

増
減
率
(
％
)

2
8
.
6
 

-
5
0
.
0
 

-
1
0
0
.
0
 

1
0
0
.
0
 

1
0
0
.
0
 

-
1
6
.
7
 

-
2
0
.
0
 

2
0
0
.
0
 

1
0
.
0
 

-
3
3
.
3
 

-
6
.
7
 

-
1
5
.
4
 

-
7
1
.
4
 

-
7
5
.
0
 

3
0
0
.
0
 

2
0
0
.
0
 

0
.
0
 

-
-

-
3
.
7
 

1
5

9
3

6
1

1
2

1
0

1
1

9
1
3

1
2

8
6

9
8

1
3

8
8

7
6

4
2

1
0

9
5

5
1
2

9
7

5
1

3
1

1
2

5
3

（
注

１
）

上
記

表
の

上
段

は
本

年
4
月

末
日

現
在

（
確

定
値

）
下

段
は

前
年

同
期

（
確

定
値

）
、

（
注

２
）

 
デ

ー
タ

は
労

働
者

死
傷

病
報

告
に

よ
る

死
亡

及
び

休
業

４
日

以
上

の
災

害
。

　
　

※
　

下
記

グ
ラ

フ
の

項
目

の
「

2
0
1
8
」

は
本

年
4
月

末
日

現
在

、
（

確
定

値
）

「
2
0
1
7
」

は
前

年
同

期
（

確
定

値
）

商
業

平
成

3
0
年

 
事

故
の

型
別

・
死

傷
災

害
発

生
状

況
 
（

確
定

値
）

業
種
別
・
事
故
の
型
別

製
造

業
建

設
業

運
輸

交

通
業

貨
物

取

扱
業

保
健

衛

生
業

接
客

娯

楽
業

清
掃

と

畜
業

そ
の

他

(
一

次
産

業
)

署
計

＊

土
木

工

事
業

＊

建
築

工

事
業

＊

そ
の

他

の
建

設

業

＊

道
路

貨

物
運

送

業

＊

小
売

業

社
会

福

祉
施

設

＊

飲
食

店

交
通

事
故

（
道

路
）

動
作

の
反

動
無

理
な

動
作

上
記

以
外

＊

ビ
ル

メ

ン
業

＊

金
融

業

墜
落

・
転

落

転
倒

は
さ

ま
れ

・
巻

き
込

ま
れ

切
れ

こ
す

れ

そ
の

他

の
三

次

産
業

43
51

78

95

51

36

23
25

14
16

54
56

53

88

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0

0

2
0

17
2

0
18

墜
落

・
転

落

転
倒

は
さ

ま
れ

・

巻
き

込
ま

れ

切
れ

こ
す

れ

交
通

事
故

（
道

路
）

動
作

の
反

動

無
理

な
動

作

上
記

以
外

0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0

0

1
2

0

1
4

0

1
6

0

1
8

0

2
0

17
2

0
18

そ
の

他
（
一

次
産

業
）

そ
の

他
の

三
次

産
業

清
掃

・
と

畜
業

接
客

娯
楽

業

保
健

衛
生

業

商
業

貨
物

取
扱

業

運
輸

交
通

業

建
設

業

製
造

業

59

8
2

35

3
4

46

4
8 2

3 51

4
4

49

5
7

22

3
1

12

2
3

30

3
5

1
0

1
0

5
0

1
0

0
1

5
0

2
0

0
2

5
0

3
0

0
3

5
0

4
0

0

20
17

20
18

製
造

業

建
設

業

運
輸

交
通

業

貨
物

取
扱

業

商
業

保
健

衛
生

業

接
客

娯
楽

業

清
掃

と
畜

業

そ
の

他
の

三
次

産
業

そ
の

他
(一

次
産

業
)

全産業における死傷者数（H30）［青梅署］
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1
年
目

2
年
目

3
年
目

4
年
目

5
年
目

青
梅
署
1
3
次
防
目
標
値
→

3
1
1

3
0
5

3
0
0

2
9
5

2
9
0

件
以

内

件
件

1
0
月

度
目

標
内

％
％

月
別

目
標

及
び

実
績

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

（
2
年

目
）
実

績
（
月

別
速

報
値

）
→

3
4

(
3
1
)
6
5

(
3
1
)
9
6

(
1
5
)
1
1
1

(
2
3
)
1
3
4

(
3
3
)
1
6
7

(
2
5
)
1
9
2

(
1
8
)
2
1
0

(
2
6
)
2
3
6

(
1
4
)
2
5
0

前
年

実
績

（
月

別
確

定
値

）
→

4
2

(
3
0
)
7
2

(
3
2
)
1
0
4

(
2
9
)
1
3
3

(
2
9
)
1
6
2

(
2
3
)
1
8
5

(
2
9
)
2
1
4

(
3
0
)
2
4
4

(
3
7
)
2
8
1

(
3
7
)
3
1
8

(
2
5
)
3
4
3

(
2
4
)
3
6
7

2
0
1
9

9
0
,
8
3
4

(
6
2
1
)

7
,
3
5
2

(
3
9
)

署
1
3
次

防
（
2
年

目
）
目

標
値

（
月

別
）
→

2
6

5
1

7
7

1
0
2

1
2
8

1
5
3

1
7
9

2
0
4

2
3
0

2
5
5

2
8
1

3
0
5

2
0
1
8

9
3
,
3
3
4

(
6
7
0
)

7
,
4
4
9

(
4
1
)

↑
実

績
値

の
（
　

）
内

は
当

該
月

の
数

（
　

）
外

は
累

計
、

オ
レ

ン
ジ

は
目

標
値

超
、

赤
は

前
年

確
定

値
超

、
青

は
目

標
値

以
下

↑
増

減
率

-
2
.
7

-
7
.
3

-
1
.
3

-
4
.
9

そ
の
１
 署

別
・
業
種
別

青
梅

労
働

基
準

監
督

署
 

 

木
造

家

屋
建

築

工
事

業

＊

警
備

業

5
0
3

8
7
9

1
3
6

6
0
2

7
0

1
4
1

1
2
0
8

6
8
4

1
1
3

1
2
8
9

9
8
7

7
9
2

6
1
6

7
0
2

5
4
0

6
6
2

4
7
1

1
1
5
9

6
4

2
3
9

4
5

7
3
5
2

5
0
7

8
5
8

1
3
5

5
9
4

6
4

1
2
9

1
3
6
4

7
2
2

9
6

1
2
9
9

9
7
9

7
2
7

5
7
4

7
3
1

5
6
7

5
8
7

4
2
2

1
2
3
8

8
5

2
2
3

4
2

7
4
4
9

増
減

率
(
％

)
-
0
.
8
 

2
.
4
 

0
.
7
 

1
.
3
 

9
.
4
 

9
.
3
 

-
1
1
.
4
 

-
5
.
3
 

1
7
.
7
 

-
0
.
8
 

0
.
8
 

8
.
9
 

7
.
3
 

-
4
.
0
 

-
4
.
8
 

1
2
.
8
 

1
1
.
6
 

-
6
.
4
 

-
2
4
.
7
 

7
.
2
 

7
.
1
 

-
1
.
3
 

4
4

2
6

8
1
6

2
2

4
2

3
6

2
3
2

2
2

3
8

3
0

1
5

8
1
4

3
2
9

6
8

2
5
0

6
4

2
5

5
1
7

6
3

3
5

2
8

3
3
5

2
7

3
9

2
7

1
8

1
4

1
7

3
2
3

3
6

2
6
5

増
減

率
(
％

)
-
3
1
.
3
 

4
.
0
 

6
0
.
0
 

-
5
.
9
 

-
6
6
.
7
 

-
3
3
.
3
 

2
0
.
0
 

2
8
.
6
 

-
3
3
.
3
 

-
8
.
6
 

-
1
8
.
5
 

-
2
.
6
 

1
1
.
1
 

-
1
6
.
7
 

-
4
2
.
9
 

-
1
7
.
6
 

0
.
0
 

2
6
.
1
 

-
1
0
0
.
0
 

3
3
.
3
 

-
5
.
7
 

1
7
.
6
%

1
0
.
4
%

3
.
2
%

6
.
4
%

0
.
8
%

0
.
8
%

1
6
.
8
%

1
4
.
4
%

0
.
8
%

1
2
.
8
%

8
.
8
%

1
5
.
2
%

1
2
.
0
%

6
.
0
%

3
.
2
%

5
.
6
%

1
.
2
%

1
1
.
6
%

0
.
0
%

2
.
4
%

3
.
2
%

1
0
0
.
0
%

2
4
.2

%
9
.4

%
1
.9

%
6
.4

%
2
.3

%
1
.1

%
1
3
.2

%
1
0
.6

%
1
.1

%
1
3
.2

%
1
0
.2

%
1
4
.7

%
1
0
.2

%
6
.8

%
5
.3

%
6
.4

%
1
.1

%
8
.7

%
0
.0

%
1
.1

%
2
.3

%
1
0
0
.0

%

（
注

１
）

（
注

２
）
デ

ー
タ

は
労

働
者

死
傷

病
報

告
に

よ
る

死
亡

及
び

休
業

４
日

以
上

の
災

害
。

下
段

は
前

年
同

期
（

速
報

値
）

2
0
1
9

2
0
1
9

1
0

そ
の
１
 署

別
・
業
種
別

青
梅

労
働

基
準

監
督

署
 

 

木
造

家

屋
建

築

工
事

業

＊

警
備

業

東
京

5
(0

)
1
1
(0

)
3
(0

)
8
(0

)
1
(0

)
5
(0

)
4
(0

)
2
(0

)
3
(0

)
2
(0

)
2
(0

)
1
(0

)
7
(0

)
7
(0

)
4
(0

)
2
(0

)
3
9
(0

)

((
 )

内
は

青
梅

)
2
(0

)
1
3
(0

)
1
0
(0

)
2
(0

)
3
(0

)
6
(0

)
4
(0

)
4
(0

)
3
(0

)
1
(0

)
1
(0

)
1
(0

)
1
(0

)
3
(0

)
3
(0

)
9
(0

)
3
(0

)
2
(0

)
4
1
(0

)

全
業

種
中

の
割

合
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

（
注

）
下

段
は

前
年

同
期

（
速

報
値

）

署
計

＊

飲
食

店

＊

ビ
ル

メ

ン
業

＊

金
融

業

そ
の

他
（
鉱
業
、

農
林
業
、

畜
産
・

水
産
業
）

保
健

衛

生
業

＊

小
売

業

運
輸

交

通
業

貨
物

取

扱
業

商
業

上
段

は
本

年
1
0
月

末
日

現
在

（
速

報
値

）

＊

土
木

工

事
業

＊

建
築

工

事
業

＊

そ
の

他

の
建

設

業

＊

道
路

貨

物
運

送

業

青
梅

署
1
3次

防
（
2
年

目
）
目

標
値

3
0
5

災
害

発
生

状
況

（
1
0
月

3
1
日

現
在

）
災

害
発

生
状

況
（
1
0
月

3
1
日

現
在

）
死

亡

0
0

死
亡

死
傷

（
４

日
以

上
）

件
以

内
-
1
6
.
8
9
%
 
)

(
 
 

(前
年

比
)

現
在

死
傷

25
0

件
現

在

そ
の

他
（
鉱
業
、

農
林
業
、

畜
産
・

水
産
業
）

＊

土
木

工

事
業

＊

建
築

工

事
業

そ
の

他

の
三

次

産
業

＊

小
売

業

前
年

同
期

令
和

元
年

 
死

傷
災

害
発

生
状

況
（

令
和

元
(
2
0
1
9
)
年

1
0
月

末
日

現
在

）

東
京

令
和

元
(2

0
1
9
)年

青
梅

署
管

内
労

働
災

害
発

生
状

況

件

増
減

率
(
％

)

(
　

)
内

は
死

亡

者
数

運
輸

交

通
業

貨
物

取

扱
業

商
業

達
成

率
(
死

傷
)

（
速

報
値

）
2
5
0
件

/
2
5
5
件

(
-
2
%
)

達
成

率
(
死

亡
)

（
速

報
値

）
0
件

/
0
件

(
0
%
)

2
6
5

0

保
健

衛

生
業

接
客

娯

楽
業

清
掃

と

畜
業

＊

飲
食

店

＊

金
融

業

＊

そ
の

他

の
建

設

業

＊

道
路

貨

物
運

送

業

前
年

同
期

目
標

内

全
産

業

-
5
.
7

-
増

減
率

(
％

)

令
和

元
年

 
死

亡
災

害
発

生
状

況
（

令
和

元
(
2
0
1
9
)
年

1
0
月

末
日

現
在

）

清
掃

と

畜
業

製
造

業
建

設
業

接
客

娯

楽
業

社
会

福

祉
施

設

全
国

上
段

は
本

年
1
0
月

末
日

現
在

（
速

報
値

）

＊

ビ
ル

メ

ン
業

社
会

福

祉
施

設

全
業

種
中

の
割

合

 
そ

の
他

の
三

次

産
業

青
梅

東
京

製
造

業
建

設
業

全産業における死傷者数（R1）［青梅署］
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青
梅

労
働

基
準

監
督

署
 

 

木
造

家

屋
建

築

工
事

業

＊

警
備

業

2
9

1
6

2
2

1
6

1
5

6
4

4
3

2
1

2
2

1
3

4
5

5
6

1
3

1
2

1
0

1
0

4
3

2
2

2
1

1
3

2
3
5

増
減

率
(
％

)
-
6
0
.
0
 

5
0
.
0
 

0
.
0
 

1
0
0
.
0
 

1
0
0
.
0
 

0
.
0
 

6
0
.
0
 

5
0
.
0
 

-
5
0
.
0
 

3
3
.
3
 

1
0
0
.
0
 

5
0
.
0
 

0
.
0
 

0
.
0
 

1
0
0
.
0
 

2
0
0
.
0
 

-
6
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各位

職場における労働災害防止対策の推進について

日頃から、労働基準行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げ

ます。

さて、当署管内の労働災害の発生件数は、労使の皆様をはじめ、関係各位のご

尽力により長期的には着実に減少してきています。

しかしながら、東京都内では今なお 年間60人を超える方が労働災害により命を

落としています。

また、当署管内では、昨年は一昨年に比べ、死亡者は同水準であったものの、

休業４日以上の労働災害は大幅に増加という憂慮すべき状況にあります。

死傷者については、全産業の休業４日以上の労働災害367人のうち、５割以上が

小売業や飲食店、社会福祉施設等の第三次産業に従事する方々でした。労働災害

全体に占める第三次産業の割合は年々増加し続けています。業種ごとの差はある

ものの、第三次産業においては、転倒、腰痛・捻挫の割合が高くなっています。

労働災害の増加には、様々な背景があるものと考えられます。経済の活性化、

経験豊富な現場管理者や技能労働者をはじめとする人手不足などもその一因と考

えられます。

しかしながら、昨年に発生した死亡災害をはじめとする重篤な労働災害を個別

にみると、基本的な安全管理の取組が徹底されていないことによるものが多数見

られ、安全衛生管理体制がおろそかになっている状況が懸念されます。

労働災害は本来あってはならないものであり、特に死亡災害を発生させないた

めには、経営トップの強い意識のもと、不断の取組が必要です。

労働災害のない職場づくりを進めることは、人材を確保・養成し、企業活動を

活性化する上でも、大きなメリットをもたらします。

事業者の皆様におかれましては、次頁の事項に特にご留意の上、死亡災害の未

然防止及び労働災害全体の減少に向け、安全・衛生のための活動を行っていただ

きますよう要請いたします。

青梅労働基準監督署長 中島雄宏
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東京都内では、１年間に約60人の方が労働災害で亡くなってい

ます。

労働災害を防止するため、以下の事項に取り組みましょう！

安全で衛生的な職場環境を実現するためには、企業内の体制を
整備する必要があります。この観点から、経営トップが方針を表明
し、職場の安全衛生に対する意識や取組をご確認ください。

労働災害を防止するには、企業の自主的活動が不可欠です。

このため、安全管理者などの法定の管理者を選任し、適切な職務
を行わせているか、活動実態はあるかなどをご確認ください。

また、第三次産業の一部業種など、安全管理者等を置くことが法
的義務となっていない事業場においても、安全衛生に関する担当
者（安全推進者）を置き、職場環境の改善や作業方法の改善、労
働者への安全教育や意識啓発の取組を行ってください。

職場の安全・衛生のための活動

■ 経営トップの意識が重要です！

■ 安全衛生管理体制は確立されていますか？

■ 職場内の危険を洗い出し、順次改善していきましょう！

■ 労働者１人１人に対する意識啓発をお願いします

職場内での転倒や、移動中の交通事故など、労働者 １人１人 の安全意識が重要となる
労働災害の割合が増えてきています。

死亡災害などの重篤な災害を防ぐためには、労働者自身が危険性を事前に察知するこ
とも重要なことです。

この観点から、労働者１人１人に対し、事業場内の設備や作業内容等に応じた安全衛生
に関する教育、労働災害防止のための意識啓発の取組をお願いします。

機械設備や生産工程の多様化・複雑化に伴い、個々の事業場
に応じた危険性の把握が一層重要となっています。

このため、職場内の危険性を調査し、必要な措置を講じること
（リスクアセスメント）は、事業者の責務とされています。 職場内
の危険な場所や作業内容を不断に確認し、危険性の高いものか
ら順次改善を行ってください。

首都東京で働く人の労働災害を防ぎましょう！
東京労働局では、第13次労働災害防止計画に基づく取組を推進しています。

トップが打ち出す方針
みんなで共有
生み出す安全・安心

東京労働局・労働基準監督署 東京労働局HP
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各位

青梅労働基準監督署長

外国人労働者における労働災害防止の留意事項

平成３０年の労働災害による休業４日以上の死傷者数は、3年連続増加という憂慮すべ

き状況にあります。

第13次労働災害防止計画では、休業４日以上の死傷者数を５％以上減少させることを

目標としていますが、初年度である昨年度の労働災害発生状況を踏まえると、より効果

的に労働災害防止対策に取り組む必要があります。

また、当署管内では、昨年は一昨年に比べ、死亡者は同水準であったものの、休業４日

以上の労働災害は大幅に増加という憂慮すべき状況にあります。

外国人労働者の死傷者については、全産業の休業４日以上の労働災害278人のうち、

６割以上が小売業や飲食店等の第三次産業に従事する方々でした。業種ごとの差はある

ものの、第三次産業においては、転倒、腰痛・捻挫の割合が高く、飲食業では切れこす

れ災害が最も多くなっています。工業的な業種では、建設業、製造業に従事する方々が

多く、製造業、建設業ともに、はさまれ巻き込まれ災害が多く発生しています。

労働災害を個別にみると、基本的な安全管理の取組が徹底されていないことによるもの

が多数見られ、安全衛生管理体制がおろそかになっている状況が懸念されます。

労働災害は本来あってはならないものであり、労働災害を発生させないためには、経営

トップの強い意識のもと、不断の取組が必要です。

労働災害のない職場づくりを進めることは、人材を確保・養成し、企業活動を活性化す

る上でも、大きなメリットをもたらします。

つきましては、下記事項にご留意の上、死亡災害の未然防止及び労働災害全体の減少

に向け、安全・衛生のための活動を行っていただきますよう要請いたします。

記

１ 業種別の労働災害防止対策等について

（１）建設業における留意事項について
災害の発生状況を見ると、基本的な安全対策が不十分なことにより、災害につながってい

るものが多く見られるところです。改めて法令の遵守をはじめとした基本的な対策の徹底を図

るようお願いします。

（ア）「屋根・はり等」から、「足場」から、「開口部」からの墜落・転落災害が多いことか

ら、墜落転落防止対策（作業床や手すりの設置又は安全帯（墜落制止用器具に係る法令改

正等について留意）の使用など）の徹底を行うこと。

※ 労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第518条、第519条、第524条、第563

条、第564条、第567条をはじめとした法令の遵守徹底を図るとともに、足場からの墜

落・転落災害防止対策推進要綱に基づく対策を実施すること。
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労働災害防止の留意事項

① 墜落制止用器具の使用が必要な場所においては確実に墜落制止用器具を使用するとと
もに、墜落制止用器具の取り付け設備についても確実なものを設置すること。また、墜
落制止用器具の使用徹底に係るスローガン「落ちない設備 落とすな命 ルールを守っ
て墜落ゼロ ～高所では墜落制止用器具を使おう～」を掲げ、墜落制止用器具の使用徹
底についての機運を高めるよう意識付けを行うこと。

② はしご、脚立、伸び馬による災害が多いことから、「はしごや脚立からの墜落・転落
災害をなくしましょう！」リーフレットを活用し、正しい使用方法について周知するこ
と。

③ トラック荷台上での墜落等の災害防止のため、現場内での荷卸し等について昇降設備
や墜落制止用器具の取り付け設備の設置等の措置を元請事業者において検討すること。

④ の普及促進を図ること。
（イ）崩壊・倒壊災害において、土砂崩壊に関連する災害が約半数を占めることから、地山の

掘削作業においては、事前の調査の結果に応じた適切なこう配による掘削の実施又は土止
め支保工の設置を徹底すること。

（ウ）はさまれ・巻き込まれ災害においては、ほぼ全てにおいて、車両系建設機械、移動式ク
レーン又はトラック等を起因物としており、これらが輻輳して作業が行われている箇所で
の災害、これらに轢かれることによる災害（逸走したことによるものも含む）が多いこと
から、車両系建設機械等と接触のおそれのある場所への立入禁止、誘導員の配置、車両系
建設機械等の逸走の防止措置等を徹底すること。

（エ）飛来・落下災害においては、移動式クレーン、ウインチ等による荷の運搬作業時に荷が
落下することによる災害が約半数を占めていることから、作業間の連絡調整を十分に行う
ことにより荷の下への立入禁止措置を徹底すること。

（２）製造業における留意事項
（ア）死傷災害の約４分の１を機械等によるはさまれ・巻き込まれ災害が占めていることを踏

まえ、機械等による災害等が発生した機械等はもとより、はさまれ・巻き込まれ災害を発生
するおそれのある機械等に対して、リスクアセスメントの実施及びそれに基づく措置の確実
な実施を図ること。
なお、リスクアセスメントの実施にあたっては、必要に応じ、中災防が実施する「中小

規模事業場安全衛生サポート事業」の個別支援や集団支援の活用を図ること。
また、以下のような災害がみられることから、下記①～②に重点を置いて取組を行うこ

と。
・軍手を着用してボール盤を用いた作業を行い,ドリルないし切屑に軍手が巻き込まれ、指を
切断又は骨折したもの

・機械を停止せずに清掃を行おうとして手指を切断したもの
・プレス機の安全装置を無効としていたもの、又は安全装置の有効範囲外から手指を差し入
れて指を切断したもの

① ボール盤、フライス盤、中ぐり盤等の回転する刃物による作業についての手袋の使用禁
止を徹底すること。
（労働安全衛生規則第111条）

② 機械を使用する事業場に対する指導を行う際には、清掃時における機械の停止を徹底す
ること。
（労働安全衛生規則第107条及び108条）

（イ）近年、施設の老朽化等を原因とする墜落などの労働災害も発生していることから、製造
業のうち大規模な設備を有する事業場においては、経年設備の劣化状況の調査結果をまと
めたリーフレット等を活用し、計画的な設備の更新、優先順位を付けた設備の定期的な点
検・補修等を実施すること。

（ウ）上記の対策の実施に当たっては、経済産業省、中災防及び当省が連携して設立された
「製造業安全対策官民協議会」が公表したリスクアセスメントと労働安全衛生マネジメン
トシステムの有効性等に関する分析結果やリスクアセスメントの共通手法等の活用を図る
こと。
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労働災害防止の留意事項

（３）小売業における留意事項

「労働者に安全で安心な施設・店舗づくり推進運動」に積極的に参加し、本社等において

は労働災害防止・健康確保に取り組むとともに、店舗における安全衛生担当者の配置、安全

衛生活動の活性化・定着を図ること。

（平成30年３月30日付け基安発0330 第３号「第13 次労働災害防止計画を踏まえた第三次

産業における労働災害防止対策の推進について」）

厚生労働省が開設している職場のあんぜんサイトの「働く人に安全で安心な職場・施設づ

くり推進運動」特設サイトに平成29年度に小売業・飲食店の経営トップを対象として実施し

たセミナーのテキストを公表し、経営トップが先頭に立って、労働災害防止の旗を振り成果

を上げている企業の好事例を紹介しているので、参考にすること。

転倒については下記２（１）、腰痛については下記２（２）を踏まえた対策の徹底を図る

こと。

新聞販売業については、交通事故については下記２（４）を踏まえた対策の徹底を図るこ

と。また、新聞販売業で多いバイク事故の防止対策として、ヘルメット及び再帰性反射材等

を使用した高視認性のベストの適切な着用や、早朝・夕方のライトの点灯の徹底を図ること。

なお、高視認性のベストの選定に当たっては、JIS T 8127（高視認性安全服）に留意するこ

とが望ましいこと。

（４）飲食店における留意事項

調理中などの労働災害を防止するため、飲食店の労働災害防止マニュアルを参考にすると

ともに、「労働者に安全で安心な施設・店舗づくり推進運動」に積極的に参加し、本社等に

おいては労働災害防止・健康確保に取り組むとともに、店舗における安全衛生担当者の配置

の促進、安全衛生活動の活性化・定着を図ること。

厚生労働省が開設している職場のあんぜんサイトの「働く人に安全で安心な職場・施設づ

くり推進運動」特設サイトに平成29年度に小売業・飲食店の経営トップを対象として実施し

たセミナーのテキストを公表し、経営トップが先頭に立って,労働災害防止の旗を振り成果を

上げている企業の好事例が掲載されているので,参考にすること。

転倒については下記２（１）、腰痛については下記２（２）を踏まえた対策の徹底を図る

こと。

20



労働災害防止の留意事項

２ 業種横断的な対策について

（１）転倒の防止の留意点。

ア 冬季（積雪や凍結による転倒災害が多い時期）での対策

転倒災害は冬季に積雪等により多く発生する傾向があるため、特に積雪の多い都道

府県においては、冬季より前に、転倒危険場所の周知、滑りにくい履き物の選択とと

もに、転びにくい歩き方の励行などを教育する等、転倒防止対策等を徹底すること。

イ 高年齢労働者対策

転倒災害は高年齢労働者、特にそのうち女性の労働者が多く被災する傾向があるこ

とから、転倒災害を防止するため、転倒危険場所、滑りにくい履き物の選択について

労働者に周知するとともに、特に高年齢労働者を多く雇用する事業場においては、始

業前の体操等を実施すること。また、平成30年６月に中央労働災害防止協会が発行し

た「エイジアクション100～生涯現役社会の実現につながる高年齢労働者の安全と健

康確保のための職場改善に向けて～」等、高年齢労働者の安全と健康の確保のための

留意事項がまとまったテキスト等を活用し教育すること。

（２）腰痛の予防

第三次産業、製造業、陸上貨物運送事業の動作の反動・無理な動作による死傷者の

発生件数は、増加傾向にある。特に、経験年数３年未満の労働者の占める割合が高く、

また、40歳以上の労働者においては休業見込みが６か月以上の重篤な災害が多発して

いる。このことに鑑み、平成25年基発0618第１号「職場における腰痛予防対策の推

進について」に基づく対策の徹底、特に雇入時における腰痛予防等の労働衛生教育や、

補助機器の導入等による腰部に負担のかかる作業の省力化等の実施を図ること。

（３）一酸化炭素による労働災害の防止について

一酸化炭素による、休業4日以上の被災労働者数は毎年30名以上で推移するなど、

減少の傾向がみられないところである。平成23年7月22日付け基安化発0722第2号

「一酸化炭素による労働災害の防止について」に基づき、ガス機器等における換気の

必要性についての教育を徹底するなど、必要な一酸化炭素中毒の防止対策を実施する

こと。

（４）交通労働災害対策

交通事故（道路）の平成30年（全国）の休業４日以上の死傷者数は、7,889人であ

り、前年比で4件増加している。

交通労働災害防止対策として、「交通労働災害防止のためのガイドライン」（平成

30年６月１日改正）に基づく措置を徹底すること。
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刃部のそうじ等の場合の運転停止等は、
安衛則第108条

24

機械による労働災害の防止について 【安衛則第107条、第111条など】

事業者は、動力により駆動される機械
に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き
込まれるおそれのあるときは、当該労働
者に適当な作業帽又は作業服を着用させ
なければならない。
２労働者は、前項の作業帽又は作業服の

着用を命じられたときは、これらを着用
しなければならない。

事業者は、ボール盤、面取り盤等の回
転する刃物に作業中の労働者の手が巻き
込まれるおそれのあるときは、当該労働
者に手袋を使用させてはならない。
２労働者は、前項の場合において、手袋

の使用を禁止されたときは、これを使用
してはならない。

←（特別な調整用等運転モードを設け、且つ）

「面取り盤等」の「等」には、フライス盤、中
ぐり盤等が含まれるが、丸のこ盤は含まれない
こと。 「昭和47年9月18日基発第601号の1」

安衛則第110条（作業帽等の着用） 安衛則第111条（手袋の使用禁止）

留意事項
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厚生労働省と中央労働災害防止協会では、小売業、社会福祉施設、飲食店に

おいて増加している労働災害の減少を図るため、「働く人に安全で安心な店舗・

施設づくり推進運動」を展開しています。

これらの業種で効果的な労働災害防止対策を進めるためには、２･３ページに

掲載の「チェックリストⅠ･Ⅱ」を活用し、多くの店舗を展開する企業本社、

複数の社会福祉施設を展開する法人本部が主導して、店舗、施設の労働安全衛生

活動について全社的に取り組むことが重要です。

３･４ページには、下図のような取組事項の具体例のうち、主なものをまとめて

いますので、ご参照ください。

転倒 急な動き・無理な動き 墜落・転落 その他

「急いでいるときや、
両手で荷物を抱えている
ときなどに、放置された
荷物や台車につまずく」
「濡れた床で滑る」など

「重いものを無理な姿勢で
持ち上げたり、移動させた
りするとき、介護で利用者
を持ち上げるときなどに、
ぎっくり腰になる、筋を
痛める、くじく｣ など

「脚立や、はしごなどの
上でバランスを崩す」
「階段で足が滑る」など

「やけどをした」、
「刃物で手を切った」、
「交通事故にあった」、
「通路でぶつかった」
など

(H30.2）
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

小売業、社会福祉施設、飲食店で多い労働災害

働く人に安全で安心な
店舗･施設づくり推進運動

～ 小売業・社会福祉施設・飲食店の労働災害の減少に向けて ～

11,588 

11,172 
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11,500
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小売業
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5,806 

6,125 

6,462 

7,123 7,455 

4,900
5,200
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6,100
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6,700
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7,300
7,600
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社会福祉施設

3,816 
3,901 3,899 

4,107 
4,208 

4,173 

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

4,200

4,400

H24 H25 H26 H27 H28 H29

飲食店

増加する小売業、社会福祉施設、飲食店での労働災害

※休業４日以上の死傷労働災害件数（12月末現在速報値）

本社・本部

店舗･施設 店舗･施設 店舗･施設

●全社的な労働災害発生状況の把握・分析
●安全衛生方針の表明
●作業マニュアルの作成
●店舗・施設の安全衛生活動の推進
●店舗・施設への安全衛生担当者の配置確認

など
●４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）活動
●ＫＹ（危険予知）活動
●危険の「見える化」
●従業員への安全衛生教育 など
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本社・本部実施事項

チェック項目 ☑

１ 全店舗・施設の労働災害の発生状況を把握し、分析を行っていますか。 □

２ 企業・法人の経営トップの意向を踏まえた安全衛生方針を作成し、掲示や小冊子
の配布などの方法により店舗・施設に周知していますか。

□

３ 店舗・施設の作業について、過去の労働災害発生状況を踏まえ、安全に配慮した
作業マニュアルを作成して店舗・施設に周知していますか。

□

４ 次の①～⑪の項目のうちから、店舗・施設で実施すべき安全衛生活動を定め、
店舗・施設での取組を行わせるとともに、必要な資料の提供、教育の実施等の
支援を行っていますか。

－

① ４Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底による床面の水濡れ、油汚れ等の
小まめな清掃、台車等の障害物の除去、介護、保育等の作業ができるｽﾍﾟｰｽ
・通路の確保等による転倒・腰痛災害の防止

□

② 作業マニュアルの店舗・施設の従業員への周知・教育 □

③ ＫＹ（危険予知）活動による危険予知能力、注意力の向上 □

④ ヒヤリハット活動による危険箇所の共有、除去 □

⑤ 危険箇所の表示による危険の「見える化」の実施 □

⑥ 店長・施設長、安全衛生担当者による定期的な職場点検の実施 □

⑦ 朝礼時等での安全意識の啓発 □

⑧ 転倒防止に有効な靴、切創防止手袋等の着用の推進、介護機器・用具等の
導入と、使用の推進、熱中症予防のための透湿性・通気性の良い服装の活用

□

⑨ 腰痛予防対策指針に基づく健康診断の実施 □

⑩ 腰痛・転倒予防体操の励行 □

⑪ 熱中症予防のための休憩場所・時間の確保 □

５ 店舗・施設における安全衛生担当者（衛生管理者、衛生推進者、安全推進者等）
の配置状況を確認していますか。

□

６ 店舗・施設の安全衛生担当者に対する教育を実施していますか。 □

７ 本社・本部、エリアマネージャーから店舗・施設に対する危険箇所や安全衛生
活動の取組状況の点検、災害防止指導を実施していますか。（店舗・施設の監査
チェックリストに安全衛生に関する項目を明記することなどがあります）

□

８ 安全対策の取組や注意喚起を分かりやすく従業員へ周知するための掲示や小冊子
の配布を実施していますか。

□

９ リスクアセスメント（職場の危険･有害要因を特定し、リスクの大きさを評価する
こと）を実施してその結果に基づく対策を講じていますか。

□

10 店舗・施設におけるメンタルヘルス対策について指導および実施状況の把握を
行っていますか。

□

11 店舗・施設における健康診断および事後措置、長時間労働者への面接指導など、
健康確保措置の実施状況を把握していますか。

□

次の事項のうち、労働災害の発生状況等を踏まえ、必要性の高いものから取組を始め、
順次、取組事項を拡げてください。なお、法定の義務事項に該当する重要な取組もあり
ますので（衛生管理者の選任等）、その場合は特に速やかに実施する必要があります。

チェックリスト Ⅰ
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② ４Ｓ活動 ＝ 災害の原因を取り除く

① 経営トップによる安全衛生方針の表明

チェック項目 ☑

１ ４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底による床面の水濡れ、油汚れ等の
小まめな清掃、台車等の障害物の除去、介護、保育等の作業ができるスペース・
通路の確保等による転倒・腰痛災害の防止を実施していますか。

□

２ 作業マニュアルを店舗・施設の従業員に周知、教育していますか。 □

３ ＫＹ（危険予知）活動による危険予知能力、注意力の向上に取り組んでいますか。□

４ ヒヤリハット活動による危険箇所の共有、除去を実施していますか。 □

５ 危険箇所の表示による危険の「見える化」を実施していますか。 □

６ 店長・施設長、安全担当者による定期的な職場点検を実施していますか。 □

７ 朝礼時等での安全意識の啓発を実施していますか。 □

８ 転倒防止に有効な靴、切創防止手袋等の着用の推進、介護機器・用具等の導入、
使用の推進、熱中症予防のための透湿性・通気性の良い服装の活用などを行って
いますか。

□

９ 腰痛予防対策指針に基づく健康診断を実施していますか。 □

10 腰痛・転倒予防体操を励行していますか。 □

11 熱中症予防のための休憩場所・時間の確保を実施していますか。 □

本社・本部が定めた安全衛生活動を実施するほか、店舗・施設独自の取組を順次広げてくださ
い。

主な取組事項の概要

◆「４Ｓ」とは「整理｣、｢整頓｣、｢清掃｣、｢清
潔｣のことで、これらを日常的な活動として行
うのが「４Ｓ活動」です。

◆ ４Ｓ活動は、労働災害の防止だけではなく、
作業のしやすさ、作業の効率化も期待できま
す。

◆ お客様の目に触れにくいバックヤードも整頓を
忘れないようにしましょう。

◆ 荷物やゴミなど、
物が散らかって
いる職場や、水
や油で床が滑り
やすい職場は、
災害の危険が
高くなります。

策定日 平成●●年 月 日
掲示日 平成●●年 月 日

安全衛生方針

当社は、「『従業員の安全』は『お客様の安全』の
礎である」との理念に基づき、安全衛生の基本方針を
以下のとおり定め、経営者、従業員一丸となって労働
災害防止活動の推進に努めます。

① 安全衛生活動の推進を可能とするための組
織体制の整備、責任の所在の明確化を図る

② 労使のコミュニケーションにより、職場の
実情に応じた合理的な対策を講じる

③ すべての社員、パート、アルバイトに安全
衛生確保に必要かつ十分な教育・訓練を実
施する

④ 上記の実行に当たっては適切な経営資源を
投入し、効果的な改善を継続的に実施する

安全衛生の基本方
針

会社名 株式会社●●スーパーマーケット
代表者 代表取締役 安全太郎

（自筆で署名しましょう）

策定例
◆経営トップによる安全衛生方針を策定し、掲示
や従業員への小冊子の配布などにより周知しま
す。

店舗・施設実施事項チェックリスト Ⅱ

片付け！ 分別！

お掃除！床ふき！



⑦ 安全推進者の配置

◆ＫＹとは「危険（K）・予知（Ｙ）」のことです。
ＫＹ活動では、業務を開始する前に職場で「その作業
では、どんな危険が潜んでいるか」を話し合って
「これは危ない」というポイントに対する対策を決め、
作業のときは、一人ひとりが「指差し呼称」をして
行動を確認します。
◆「うっかり」、「勘違い」、「思い込み」などは安全
ではない行動を招き、災害の原因となります。

◆危険の「見える化」とは、職場の危険を可視化（＝見える
化）し、従業員全員で共有することをいいます。ＫＹ活動
で見つけた危険のポイントに、右のようなステッカーなど
を貼りつけることで、注意を喚起します。

◆墜落や衝突などのおそれのある箇所が事前に分かって
いれば、そこでは特に慎重に行動することができます。

◆安全活動は、経営者や責任者の責務であるとともに、正社員、パート、アルバイト、派遣
などの雇用形態にかかわらず、従業員は全員参加することが重要です。

◆従業員一人ひとりの安全意識を高めるために、朝礼などの場を活用して、店長・施設長か
ら安全の話をすることや、従業員からヒヤリハット事例を報告してもらい、みんなで安
全について話し合ったりすることなどが効果的です。

◆「脚立の正しい使い方」、「腰痛を防ぐ方法」、「器具の正しい操作方法」などを知っ
ていれば、労働災害を防ぐことができます。

◆組織の本社や本部では、「どんな災害が起こっているか」、「どうしたら災害は防げる
か」を踏まえ、「正しい作業手順（マニュアル）」を作成します。そして店舗・施設で
は、この 内容を従業員に伝え、教えます。

◆朝礼など皆が集まる機会を活用して教育・研修を行う方法もあります。特に、はじめて
職務に就いた従業員には、雇い入れ時に安全教育を行う必要があります。

◆店舗・施設ごとに安全の担当者である安全推進者を配置し、安全衛生活動、安全衛生教
育・啓発の推進などの旗振り役を担わせます。

（労働安全衛生法施行令第２条第３号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン）

職場の安全活動についてのご不明点などは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、最寄りの都道府県労働局、
労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

安全・衛生 検 索 安全 パンフ 検 索

③ ＫＹ活動 ＝ 潜んでいる危険を見つける

➃ 危険の「見える化」＝ 危険を周知する

⑤ 安全教育・研修 ＝ 正しい作業方法を学ぶ

⑥ 安全意識の啓発 ＝ 全員参加により安全意識を高める

「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」特設サイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sanjisangyo.html

業務開始前
の話し合い

作業のときは、
一人ひとりが
｢指差し呼称」

33

●安全・衛生に関する主な制度・施策紹介●安全衛生関係のパンフレット一覧こちらも
ご覧ください
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指針の主なポイント

＜労働衛生管理体制＞

職場で腰痛を予防するには、労働衛生管理体制を整備した上で、作業・作業環
境・健康の３つの管理と労働衛生についての教育を総合的・継続的に実施するこ
とが重要です。
また、リスクアセスメントや労働安全衛生マネジメントシステムの考え方を導

入して、腰痛予防対策の推進を図ることも有効です。

事業主の皆さまへ

職場での腰痛を予防しましょう！
「腰痛予防対策指針」による予防のポイント

腰痛は、休業４日以上の職業性疾病の６割を占める労働災害となっています。
厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、重量物を取り扱う
事業場などへの啓発・指導を行ってきましたが、平成25年６月に、適用範囲を福
祉・医療分野における介護・看護作業全般に広げるなど、改訂を行いました。
このパンフレットは、指針の主なポイント、腰痛の発生が比較的多い作業につ

いての対策をまとめたものです。
皆さまの事業所での腰痛予防対策に、ぜひ、お役立てください。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

腰痛予防のための
労働衛生管理体制の整備

作業環境管理

作業管理

健康管理

労働衛生教育

作業方法、作業手順、体制など

照明、床面、作業スペースなど

腰痛健診、腰痛予防体操など

腰痛予防のための教育・指導

＜リスクアセスメント＞
リスクアセスメントは、それぞれの作業内容に応じて、腰痛の発生につながる

要因を見つけ出し、想定される腰部への負荷の程度、作業頻度などからその作業
のリスクの大きさを評価し、リスクの大きなものから対策を検討して実施する手
法です。

＜労働安全衛生マネジメントシステム＞
リスクアセスメントの結果を基に、予防対策の推進についての「計画（Plan）」

を立て、それを「実施（Do）」し、実施結果を「評価（Check）」し、「見直し
・改善（Act）」するという一連のサイクル（PDCAサイクル）により、継続的・
体系的に取り組むことができます。
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作業管理

■自動化、省力化

腰に負担がかかる重量物を取り扱う作業、不自然な姿勢を伴う作業では、機械による作業
の自動化を行う。それが困難な場合は、台車などの道具や補助機器を使うなど作業者の負
担を減らす省力化を行う。

■作業姿勢、動作

作業対象にできるだけ身体を近づけて作業する。不自然な姿勢を取らざるをえない場合は、
前屈やひねりなど、その姿勢の程度をなるべく小さくし、頻度と時間を減らす。作業台や椅
子は適切な高さに調整する。作業台は、ひじの曲げ角度がおよそ90度になる高さとする。

■作業の実施体制

作業時間、作業量などを設定する際は、作業をする人数、内容、時間、重量、自動化・省
力化の状況などを検討する。腰に過度の負担がかかる作業は、無理に１人ではさせない。

■作業標準の策定

作業の姿勢、動作、手順、時間などについて、作業標準を策定する。作業標準は、作業者
の特性・技能レベルなどを考慮して定期的に確認する。また、新しい機器・設備を導入し
たときにも、その都度、見直すようにする。

■休憩・作業量、作業の組合せ

適宜、休憩時間を設け、姿勢を変えるようにする。夜勤や交代制勤務、不規則な勤務につ
いては、昼間の作業量を下回るよう配慮し、適宜、休憩や仮眠が取れるようにする。過労
を引き起こすような長時間勤務は避ける。

■靴、服装など

作業時の靴は、足に合ったものを使用する。ハイヒールやサンダルは使用しないこと。作
業服は、適切な姿勢や動作を妨げることのないよう伸縮性のあるものを使用する。腰部保
護ベルトは、個人ごとに効果を確認した上で、使用するかどうか判断する。

作業環境管理

■温度

寒い場所での作業は、腰痛を悪化、または発生させやすくするので、適切な温度を保つ。

■照明、作業床面、作業空間や設備の配置

作業場所などで、足もとや周囲の安全が確認できるように適切な照度を保つ。転倒、つま
ずきや滑りなどを防止するため、凹凸や段差がなく、滑りにくい床面にする。作業や動作
に支障をきたさないよう、十分な作業空間を確保するとともに、適切な機器配置にする。

■振動

車両系建設機械の操作・運転などによる腰や全身への激しい振動、車両運転などによる長
時間にわたっての振動を受ける場合は、座席の改善・改良などにより、振動の軽減を図る。

健康管理

■健康診断

腰に著しい負担がかかる作業に、常時、従事させる場合は、その作業に配置する際に、医
師による腰痛の健康診断を実施する。その後は、６カ月以内に１回、実施する。

■腰痛予防体操

ストレッチを中心とした腰痛予防体操を実施させる。

■腰痛による休職者が職場に復帰する際の注意事項

腰痛は再発する可能性が高いので、産業医などの意見を聴き、必要な措置をとる。

作業管理、作業環境管理、健康管理のポイント［ 指針 ］
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■労働衛生教育
重量物の取り扱い作業、同一姿勢での長時間作業、不自然な姿勢を伴う作業、介護・看護
作業、車両運転作業などに従事する作業者に対しては、その作業に配置する際やその後、
必要に応じて、腰痛予防のための労働衛生教育を実施する。

［教育内容］

・腰痛の発生状況、原因（腰痛が発生している作業内容・環境、原因など）
・腰痛発生要因の特定、リスクの見積もり（チェックリストの作成、活用方法など）
・腰痛発生要因の低減措置（発生要因の回避、軽減を図るための対策）
・腰痛予防体操（職場でできるストレッチの仕方など）

■心理・社会的要因に関する留意点

上司や同僚のサポート、腰痛で休むことを受け入れる環境づくり、相談窓口の設置など、
組織的な取り組みを行う。

■健康の保持増進のための措置

腰痛予防には日頃からの健康管理も重要。十分な睡眠、禁煙、入浴による保温、自宅での
ストレッチ、負担にならない程度の運動、バランスのとれた食事、休日を利用した疲労回
復・気分転換などが有効。

■リスクアセスメント
腰痛予防対策は、各作業におけるリスクに応じて、

合理的・効果的な対策を立てることが重要です。
そのためには、作業の種類や場所ごとに、腰痛の

発生に関与する要因についてリスクアセスメントを
実施する必要があります。
リスクアセスメントとは、職場にある危険の芽を

洗い出し、それにより起こりうる労働災害のリスク
の大きさ（重大さ＋可能性）を見積もり、大きい
ものから優先的に対策を講じていく手法です。

■労働安全衛生マネジメントシステム
作業管理、作業環境管理、健康管理、労働衛生教育を的確に組み合わせ

て総合的に推進していくためには、労働安全衛生マネジメントシステムの
考え方を導入することが重要です。
リスクアセスメントの結果を基に、「計画を立てる（Plan）」→「計画

を実施する（Do）」→「実施結果を評価する（Check）」→「評価を踏ま
えて見直し、改善する（Act）」という一連のサイクル（PDCAサイクル）
により、継続的・体系的に安全衛生対策に取り組むことができます。

労働衛生教育のポイント［ 指針 ］

リスクアセスメント・労働安全衛生マネジメントシステム

低減措置の実施

危険性の特定

リスクを低減させる
ための優先度の設定

危険性ごとの
リスクの見積もり

リスク低減措置の
内容の検討

評価を踏まえて見直し、
改善する（Act）

計画を立てる
（ Plan ）

実施結果を評価する
（ Check ）

計画を実施する
（ Do ）

［PDCAサイクル］
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腰痛の発生が比較的多い作業については、個別の腰痛予防対策を示します。

１ 重量物取り扱い作業

・重量物の取り扱い作業については、機械による自動化や台車・昇降装置な
どの使用による省力化を図る。

・機械を使わず人力によってのみ作業をする場合の重量は、男性（満18歳以
上）は体重のおおむね40%、女性（満18歳以上）は、男性が取り扱う重量
の60%程度とする。

・荷物は、適切な材料で包装し、確実に持つことができるようにし、取り扱
いを容易にする。重量はできるだけ明示する。

２ 立ち作業

・不自然な姿勢での作業とならないよう、作業機器や作業台は、作業者の体
格を考慮して配置する。

・長時間立ったままでの作業を避けるため、他の作業を組み合わせる。
・１時間に１・２回程度の小休止・休息を取らせ、屈伸運動やマッサージな
どを行わせることが望ましい。

・床面が硬い場合は、立っているだけでも腰に負担がかかるので、クッショ
ン性のある靴やマットを利用して、負担を減らすようにする。

３ 座り作業
・椅子は、座面の高さ、奥行きの寸法、背もたれの寸法・角度、肘掛けの高
さなど、作業者の体格に合ったものを使用させる。

・不自然な姿勢での作業とならないよう、作業対象物は、肘を伸ばして届く
範囲内に配置する。

・床に座って行う作業は、股関節や仙腸関節（脊椎の根元にある関節）など
に負担がかかるため、できるだけ避けるようにする。

４ 福祉・医療分野等における介護・看護作業
・リスクアセスメントを実施し、合理的・効果的な腰痛予防対策を立てる。
・人を抱え上げる作業は、原則、人力では行わせない。福祉用具を活用す

る。
・定期的な職場の巡視、聞き取りなどを行い、新たな負担や腰痛が発生して
いないか確認する体制を整備する。

５ 車両運転等の作業
・建設機械、フォークリフト、農業機械の操作・運転による激しい振動、ト
ラック、バス・タクシーなどの長時間運転では、腰痛が発生しやすくなる
ので、座席の改善、運転時間の管理を適切に行い、適宜、休憩を取らせる
ようにする。

・長時間運転した後に重量物を取り扱う場合は、小休止や休息、ストレッチ
を行った後に作業を行わせる。

作業別 腰痛予防対策

指針全文(H25.6.18付け基発0618第１号)は、厚生労働省ホームページの「法令等データベース
サービス(通知検索)」または、報道発表資料(H25.6.18)をご参照ください。

詳細は検索で

（H25.11）

職場における腰痛予防対策指針 検索
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法令による重量物取扱い等
（労基法６４条の３・女性則２条、年少則６条）

作業標準の作成：作業時間、作業量、
作業方法、姿勢・動作の注意、使用機
器の点検と使用方法、作業前の体操等
を示す。

持ちやすい形等：取っ手等の取り付
け、重量表示等

満18歳以上

女性

断続：30kg

未満

継続：20kg

未満

満16歳以上

満18歳未満

男性

断続：30kg

未満

継続：20kg

未満

満16歳以上

満18歳未満

女性

断続：25kg

未満

継続：15kg

未満

満16歳未満

女性

断続：12kg

未満

継続：８kg

未満

満16歳未満

男性

断続：15kg

未満

継続：10kg

未満
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メンタルヘルスに
かかる教育も忘
れずに！

○ 基本的な安全管理の取組が徹底されていないことにより死亡

に至った災害が散見されます。

○ 各事業場で整備している安全作業マニュアルについて、労働者への教育や、
掲示等による見える化、朝礼・ミーティング、安全パトロールなどを通じ
て、労働者への周知をお願いします。

○ 安全作業マニュアルの遵守状況の確認をお願いします。

災害事例 基本的な安全管理の取組

配達先のスーパーマーケットで、荷受け口付近にトラッ
クを止め、荷台に乗って荷おろし作業を行っていたとこ
ろ、勾配によりトラックが後方に動き出したため、トラック
の後方から制止しようとしたが、トラックに轢かれたもの。

パーキングブレーキの使用等の
逸走防止措置を講じること。

加工機のシリンダーロールを停止せずに、シリンダー
ロールの表面の調整を行おうとしたところ、シリンダー
ロールとゴムロールの間に腕を巻き込まれたもの。

調整作業の際に、シリンダー
ロールを停止させること。
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安衛令
第二条

業 種

第１号 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業

第２号

製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、
通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小
売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、
自動車整備業及び機械修理業

第３号 その他の業種

安全衛生教育
労働安全衛生規則
（雇入れ時等の教育） 第三十五条

事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変
更したときは、当該労働者に対し、 遅滞なく、次の事項の

うち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため
必要な事項について、 教育を行なわなければならない。た

だし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者につい
ては、第一号から第四号までの事項についての教育を省略
することができる。

一．機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取
扱い方法に関すること。

二．安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれ
らの取扱い方法に関すること。

三．作業手順に関すること。

四．作業開始時の点検に関すること。

五．当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及
び予防に関すること。

六．整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。

七．事故時等における応急措置及び退避に関すること。

八．前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又
は衛生のために必要な事項

２事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し

十分な知識及び技能を有していると認められる労働者につい
ては、当該事項についての教育を省略することができる。
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https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm#1-2-1
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職場のあんぜんサイト 検索
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厚生労働省
「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」

職場における腰痛予防対策
- 中央労働災害防止協会

交通労働災害を防止するために

エイジアクション100
～ 生涯現役社会の実現につながる高年齢労働者の
安全と健康確保のための職場改善に向けて ～

リスクアセスメントの実施支援
システム

リスクアセスメントを実施するた
めの規程（例）

リスクアセスメント等関連資料・
教材一覧

機械安全規格を活用して労働災
害を防ぎましょう
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｢産業保健総合支援センター（産保センター）｣では、
職場のメンタルヘルス対策や「治療と仕事の両立支
援」などの産業保健活動を支援するため、企業への
訪問指導や相談対応、研修などを実施しているほか、
その地域窓口では、小規模事業場を対象に、医師に
よる健康相談などを提供しています。

職場の受動喫煙防止に取り組む事業者を
支援するために、喫煙室の設置に必要な
経費の助成などの支援事業を行っていま
す。

メンタルヘルスに関する指針、通達、マニュアル等
を掲載しているほか、「ストレスチェック実施プロ
グラム」（無料）がダウンロードできます。

主な取組事項については、以下の解説サイトや支援をご活用ください。

腰痛予防対策講習会の案内のほか、腰痛予防に関す
る通達、パンフレット等を掲載しています。

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころ
の耳」で、メール相談や電話相談の窓口を設置して
いるほか、企業の取組事例など、職場におけるメン
タルヘルス対策に役立つ情報を掲載しています。

産業保健総合支援センター・地域窓口

東京労働局 労働基準部 (R１.7)

http://www.johas.go.jp/shisetsu
/tabid/578/Default.aspx

産業保健総合支援センター 検 索

http://www.mhlw.go.jp/bunya/r
oudoukijun/anzeneisei12/

メンタルヘルス対策・過重労働対策 検 索

https://kokoro.mhlw.go.jp/

職場における労働衛生対策 検 索

支援

こころの耳 検 索

http://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/koyou
_roudou/roudoukijun/anzen
/kitsuen/index.html

職場 受動喫煙 検 索

働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を
選択できる社会を実現する「働き方改革」を総合的
に推進することを目的に、長時間労働の是正や多様
で柔軟な働き方の実現等のための措置を講じます。

働き方改革 検 索

メンタルヘルス対策

ガイドラインや企業の取り組みの事例集などを掲
載しています。また、都道府県ごとに両立支援
チームを設置し、地域の取組を推進しています。

治療と仕事の両立 検 索

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku
nitsuite/bunya/0000115267.html

両立支援に取り組む事業主に対する助成金制度を
創設し、企業における労働者の雇用維持の取組を
支援しています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisak
unitsuite/bunya/0000162833.html

治療と仕事の両立支援 助成金 検 索

治療と仕事の両立支援対策

解説
サイト

支援

「ラベルでアクション」をキャッチフレー
ズに、リスクアセスメントを着実に実施し
ていただくため、化学物質を取り扱う事業
場で役立つ情報を掲載しています。

化学物質管理

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/a
nzen/kag/kagaku_index.html

職場のあんぜんサイト 化学物質 検 索

解説
サイト

支援

支援

支援
解説
サイト

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1253/Default.aspx

産業保健関係助成金 検 索

【労働者健康安全機構】

０５７０－７８３０４６支援

支援

受動喫煙防止対策

腰痛予防対策

働き方改革

解説
サイト

ストレスチェックの実施や職場環境の
改善、心の健康づくり計画の作成、小
規模事業場の産業医活動などに対して、
事業主に費用の助成を行っています。

解説
サイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunit
suite/bunya/0000148322.html

解説
サイト

https://www.mhlw.go.jp/st
f/seisakunitsuite/bunya/koy
ou_roudou/roudoukijun/an
zen/anzeneisei02.html



ここからダウン
ロードできます
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・

職場における
受動喫煙防止対策
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平成30年７月に健康増進法の一部を改正す

る法律が成立し、令和２年４月１日より全
面施行されます。

本法律により、望まない受動喫煙を防止す
るための取組は、マナーからルールへと変
わります。



青梅労働基準監督署
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http://www.mhlw.go.jp/

